
令和２年度包括外部監査の結果に関する措置等について

（令和 3 年 12 月 24 日現在）

１ 令和２年度包括外部監査 特定の事件（監査テーマ）

「自然災害に対する防災、危機管理に関する事業の執行、取組み及び財務事務について」

２ 指摘に対する措置

指摘の概要 担当局部課 措置内容又は措置方針等 措置分類

第６ 本市の防災・減災に対

する取組みに関する総合的

考察

【指摘Ⅰ】公務員の消防団員

兼職の推進

特に、最大規模の降雨に対

する洪水浸水想定区域や急傾

斜（特別）警戒区域、土石流

（特別）警戒区域、指定避難

所の近辺に居住するなど、災

害発生時に直ちに防災リーダ

ーの役割を果たせる立場等に

ある本市職員について消防団

員との兼職をさらに積極的に

推進することが期待される。

（Ｐ１３８）

消防局

警防課

人口減少や就業構造の変化に伴い

団員確保が継続的な課題となってい

る中、自治体職員が防災知識、スキ

ルを身に付け、消防団員として活動

することは、地域防災力の強化に繋

がることから、職員を含む公務員の

消防団員との兼職について、今後と

も意を用いてまいりたい。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 21 日)
検討中

３ 意見に対する見解

意 見 担当局部課 見 解

第２ 本市における防災に対する取

組みの現状

【意見Ⅰ】外国人居住者に対する避

難支援のさらなる充実

「鹿児島市地域防災計画」に基づ

き、言葉が不自由である、地理に不

案内であるといった外国人居住者特

有の問題に対応した取組みが実施さ

れているが、多言語や平易な日本語

での情報発信などについてさらなる

充実を図る必要がある。（Ｐ６８）

総務局

市長室

国際交流課

令和３年度に市ホームページへの自

動翻訳機能を導入したことにより、こ

れまでの英語、中国語、韓国語に加え

ベトナム語にも対応が可能となるとと

もに災害時における緊急情報発信の迅

速化が図られた。

今後とも平易な日本語も含め外国人

住民向けの情報発信の充実を図ってま

いりたいと考えている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 14 日)



第２ 本市における防災に対する取

組みの現状

【意見Ⅱ】計画的な地区防災計画策

定の促進

地区防災計画は、各地区の住民が

主体となって取り組む計画であるも

のの、既に充分な地区防災計画が策

定されている桜島地区以外の特に洪

水浸水想定区域及び土砂災害警戒区

域が存在する地区の地区防災計画が

未策定であるということは今後の課

題であり、各地区へのさらなる周知

に努めていくべきである。

例えば、各地区の住民が避難をす

る場合の避難経路などを詳細に定め

ることで、地区の避難行動をより促

進することが出来るわけであるか

ら、本市「地域安心安全推進指導

員」の指導のもとに、計画的に地区

防災計画の策定を促進していくこと

が肝要である。    （Ｐ７２）

危機管理局

危機管理課

地区防災計画の策定促進について

は、地区別防災研修会等において地区

防災計画の必要性や本市「地域安心安

全推進指導員」による策定支援などに

係る周知を行っているところである。

基本的には各地区が策定するため、本

市としては希望があれば、いつでも支

援を行うこととしており、今後とも、

策定の促進に向け取り組んでまいりた

いと考えている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 14 日)

第３ 防災知識の普及啓発について

【意見Ⅲ】市民に対する防災知識の

普及・啓発の取組みについ

てのさらなる工夫の導入

本市における市民に対する防災知

識の普及・啓発の取組みに、従来か

らの各種の媒体を通じての防災知識

の普及に加え、上記イ～ハ（注：

「上記イ～ハ」は別紙１のとおり）

で実施されているような「住民に地

区のハザードマップを作ってもら

う」「自治会（町内会≒自主防災組

織）が主体となって、自治会などで

自らの意見も言いつつ、地域の状況

を見て地図を作る」「防災教育にお

いても子供たちが自ら考え、判断す

ることで安全能力を身につける教育

が必要である」という取組みを取り

入れることが望ましいと考えられ

危機管理局

危機管理課

市民の防災知識の普及・啓発に向け

た取組みとしては、「防災ガイドマッ

プ」の市内全戸配布や、その周知動画

の市ホームページへの掲出、自主防災

組織等へのＤＶＤ貸出しなどを行って

いるほか、自主防災組織が地区のハザ

ードマップを作成する際は、地域安心

安全推進指導員による作成支援や経費

の助成を行っている。

また、次世代を見据えた火山防災に

関わる人材育成を図るため、火山災害

時における対応や、桜島の恵み、文化

を学ぶための火山防災教育の取組とし

て、市街地側の児童とその保護者を対

象とした桜島訪問体験学習や、専門家

派遣授業、火山防災教育教材の配布等

を実施しているところである。

これらの取組みに加え、引き続き、

地区別防災研修会や市政出前トークな



る。

（Ｐ７５）

どのあらゆる機会を捉え、防災知識の

普及・啓発に努めてまいりたいと考え

ている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 14 日)

教育委員会

教育部

保健体育課

本市においては、学校から二次避難

場所までの避難や予告無しの避難訓練

など、学校の実情に応じた実効性のあ

る避難訓練等を実施するとともに、平

成 25 年に本市が独自に作成し、令和

２年３月に改訂した「防災ノート（小

学１・２年用、小学３～６年用、中学

生・高校生用）」を活用し、発達の段

階に応じた防災教育を推進しながら児

童生徒が自ら考え、判断する力を養っ

ている。

「防災ノート」は、自分で考え書き

込む形式になっており、主体的に体験

的な活動と関連させながら活用するこ

とで児童生徒の危険予測・回避能力を

高めている。

今後も、他都市の具体的な取組等も

参考にしながら、実効性のある防災教

育の工夫・充実を図ってまいりたいと

考えている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 14 日)

第５ 防災、危機管理に関する事案

の財務事務について

【意見Ⅳ】地籍調査の推進

令和元年度末までにおける地籍

調査の鹿児島市全体の進捗率は

48.8％であるが、旧鹿児島市域の進

捗率は 11.6％。災害が発生した場

合、道路の復旧、上下水道等ライフ

ライン施設の復旧、住宅の再建等が

急務となるが、地籍調査を実施して

いない地域では、災害復旧に当たり

まず土地の境界線の確認から始める

必要があり、災害復旧に着手する前

に多くの手間と時間を要してしま

い、被災地の復旧が遅れる要因にも

建設局

道路部

道路管理課

地籍調査事業は、補助事業を活用し

て取り組んでおり、今後とも国・県と

協議・連携を図りながら、計画的に事

業を推進できるよう予算を確保してま

いりたいと考えている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 20 日)



なる。また、都市部での地籍調査は

費用や時間がより多く必要であるこ

とから、調査実施のための予算、人

員を確保することが望ましいと考え

る。        （Ｐ１０７）

第５ 防災、危機管理に関する事案

の財務事務について

【意見Ⅴ】簡易防火水槽の整備率に

ついて

簡易防火水槽は特に地震等により

消火栓、防火水槽が機能しなくなっ

た場合に消火用の水を確保するため

の重要な機材であるが、令和元年度

の整備率は 14.3％、令和 2 年度で

も 21.4％とその整備率が低い。巨

大地震が起きた場合に市街地で火災

が発生する可能性は極めて高いこと

が想定されることから、当該機材の

整備を急ぐ必要があると考える。

（Ｐ１１４）

消防局

警防課

簡易防火水槽については、大規模地

震に対する消防水利の維持及び確保を

目的に、３本署及び１１分遣隊に簡易

防火水槽１４基を整備することとして

おり、令和元年度２基、２年度１基を

整備したところである。今後とも、計

画的な整備に努めてまいりたいと考え

ている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 21 日)

第６ 本市の防災・減災に対する取

組みに関する総合的考察

【意見Ⅵ】女性分団員数の大幅な増

員確保

本市消防局が、鋭意取り組んでい

る学生機能別分団（200 人）、女性

分団（50 人）は、評価すべき取組

みであるが、例えば、被災後の避難

所の運営等を考えると避難所運営の

主体である自主防災組織の補佐をす

る役割が期待される女性分団につい

ては、分団員の増員確保が望まれる

ところである。また、女性分団に期

待される役割についても検討が望ま

れる。      （Ｐ１３７）

消防局

警防課

女性分団については、発足から４年

目を迎え、実員が定員の５０人に達す

るとともに、組織としての活動が確立

されつつあり、増員についても今後検

討する必要があると考える。

女性分団に期待される役割について

も、幼児に対する防災指導や災害現場

での後方支援の拡充など検討してまい

りたいと考えている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 21 日)

第６ 本市の防災・減災に対する取

組みに関する総合的考察

【意見Ⅶ】水火災の場合の費用弁償

額の増額

本市における消防団員に対する報

消防局

警防課

費用弁償については、活動に従事す

るために要した費用の弁償であること

から活動全般を同等と捉えており、

「水火災の場合」も「警戒」や「訓

練」の場合も同額としている。



酬及び費用弁償の実情は 20 ページ

（注：「20 ページ」は別紙２のとお

り）記載のとおりである。費用弁償

については国の地方交付税措置にお

ける市町村単位費用として 7,000 

円が示されていることからこれまで

の 6,400 円を平成 31 年度（令和元

年度）から 7,000 円に引き上げて

いる。これは他の中核市と比較して

も高い水準であり、消防団員の処遇

として適切に対応されているものと

思料される。なお、付言すると、費

用弁償については、「水火災の場

合」も「警戒の場合」や「訓練の場

合」も一律 7,000 円である。「水火

災の場合」の任務の危険性や重要性

を考えると、これが「警戒」や「訓

練」と同額というのは上記法律の言

う「活動の実態に応じた適切な費用

弁償」という観点からすれば合理性

になお疑問を感じるところではあ

る。「水火災の場合」の費用弁償に

ついてはなお、検討の余地はあると

思料する。     （Ｐ１３８）

しかしながら、令和３年４月１３日

消防庁長官通知において、出動に関す

る手当を「報酬」とするように示され

たところである。

本通知を受け、「水火災の場合」に

ついては、「警戒の場合」や「訓練の

場合」と比較して危険性があること、

また、突発的に発生し従事時間が読め

ないこともあるため、増額を含めて現

在検討中である。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 21 日)

第６ 本市の防災・減災に対する取

組みに関する総合的考察

【意見Ⅷ】コミュニティ力強化の支

援に関するさらなる取組み

の検討

阪神・淡路大震災を経験した神戸

市と本市を同列に論じることは出来

ないが、本市においては、前記リス

クシナリオ８－４（注：「前記リス

クシナリオ８－４」は別紙３のとお

り）において「コミュニティ力強化

の支援」を掲げていることから、如

何なる手段を講じれば、地域住民の

自主的な防災意識をより高めること

が出来るのか先進自治体の例を参考

にする等したさらなる工夫が必要と

危機管理局

危機管理課

「コミュニティ力強化の支援」につ

いては、地域の自主防災組織に対し、

防災活動に係る助成や地域安心安全推

進指導員による活動支援のほか、市政

出前トークの実施などを通じて市民の

防災意識の高揚に引き続き取り組むこ

ととしている。

また、自主防災組織のさらなる活動

促進に向けて、アンケートを行うなど

ニーズの把握等にも努めてまいりたい

と考えている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 14 日)

消防局

警防課

住民の自助共助意識を高めるために

は、各地域において消防団員が防災リ

ーダーとなる地域住民を育成すること

が必要であると考えることから、消防



思われる。

この点において再度認識するのは

地域の防災リーダーたる消防団員の

重要性である。

住民の自助共助の意識を高めるた

めに、消防団員が防災活動に積極的

に関与するなどの取組みが望まれ

る。

これに加えて学校において防災教

育・訓練を受けた児童・生徒に災害

発生時に如何に効率よく防災・減災

に取り組んで貰えるか又災害避難所

の運営において如何なる役割を果た

して貰えるかに関する今後の検討が

望まれる。    （Ｐ１４１）

団員に対しては、防災指導に必要なス

キル・知識を身につけるための研修・

訓練を実施している。

また、消防団の地域の防災訓練への

積極的な参加に関して、自主防災組

織・関係部局との連携を図ってまいり

たいと考えている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 21 日)

教育委員会

教育部

保健体育課

児童・生徒の防災・減災への取組と

災害避難所運営への積極的な参画につ

いては、「防災ノート（中学生・高校

生用）」の「地域の担い手として（自

助・共助）」の中で自らが進んで他の

人々や集団、地域の安全に役立つため

の行動について学習している。

また、桜島火山爆発総合防災訓練や

避難所体験訓練・展示訓練に会場校の

生徒が参加する中で、災害発生時や避

難所における各自の役割について理解

を深めることとしている。

今後も、防災教育に関する施策を市

教育振興基本計画に位置付け、地域と

連携した避難訓練の実施を推進しなが

ら、災害発生時に地域の一員として地

域防災に貢献する児童生徒の育成を図

ってまいりたいと考えている。

(通知受理日:令和 3 年 12 月 14 日)








